
変
更
箇
所

変

更

後

変

更

前

第
三
条

（
漁
具
、

漁
法
の
制

限
）
第
一

次
の
表
の
ア
欄
に
掲
げ
る
遊
漁
は
、
そ
れ
ぞ

れ
イ
欄
に
掲
げ
る
遊
漁
の
方
法
に
よ
り
、
ウ

欄
の
規
模
の
範
囲
に
お
い
て
、
エ
欄
の
期
間

中
で
な
け
れ
ば
遊
漁
し
て
は
な
ら
な
い
。

次
の
表
の
ア
欄
に
掲
げ
る
遊
漁
は
、
そ
れ
ぞ

れ
イ
欄
に
掲
げ
る
遊
漁
の
方
法
に
よ
り
、
ウ

欄
の
規
模
の
範
囲
に
お
い
て
、
エ
欄
の
期
間

中
で
な
け
れ
ば
遊
漁
し
て
は
な
ら
な
い
。

項

ア

遊
漁

の
種
類

イ

遊
漁

の
方
法

ウ

規
模
エ

期
間
ア

遊
漁

の
種
類

イ

遊
漁

の
方
法

ウ

規
模
エ

期
間

あ
ゆ

（
略
）

（
略
）

あ
ゆ

（
略
）

（
略
）

こ
い

ふ
な

は
え

わ
か
さ
ぎ

す
っ
ぽ
ん

（
略
）

（
略
）

（
略
）

こ
い

ふ
な

は
え

わ
か
さ
ぎ

す
っ
ぽ
ん

（
略
）

（
略
）

（
略
）

う
な
ぎ

手
釣
り
、

竿
釣
り
、

し
ば
づ

け
、
の
べ

な
わ
、
つ

け
ば
り
、

穴
さ
し

竿
釣
り
の

一
統
は
五

本
ま
で
と

す
る
。

（
略
）

う
な
ぎ

手
釣
り
、

竿
釣
り
、

う
な
ぎ
か

ご
、
う
な

ぎ
筒
、
し

ば
づ
け
、

の
べ
な

わ
、
つ
け

ば
り
、
穴

さ
し

竿
釣
り
の

一
統
は
五

本
ま
で
と

す
る
。

う
な
ぎ
か

ご
は
一
統

を
五
個
ま

で
と
す

る
。

（
略
）

え
の
は

（
略
）

（
略
）

え
の
は

（
略
）

（
略
）

第
六
条

（
禁
止
区

域
）
第
一

項

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
の
期
間
中
遊
漁
し
て
は
な
ら
な

い
。

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
の
期
間
中
遊
漁
し
て
は
な
ら
な

い
。

区

域

期
間

区

域

期
間

大
野
川

（
略
）

（
略
）

大
野
川

（
略
）

（
略
）

大
野
川

（
略
）

（
略
）

大
野
川

（
略
）

（
略
）

緒
方
川

（
略
）

（
略
）

緒
方
川

（
略
）

（
略
）

濁
淵
川

（
略
）

（
略
）

濁
淵
川

（
略
）

（
略
）

神
原
川

（
略
）

（
略
）

神
原
川

（
略
）

（
略
）

神
原
川

（
略
）

（
略
）

神
原
川

（
略
）

（
略
）

柴
北
川

（
略
）

（
略
）

柴
北
川

（
略
）

（
略
）

告

示

遊
漁
規
則
の
変
更
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

公

告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公
共
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遊
漁
規
則

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

大
野
川
漁
業
協
同
組
合

豊
後
大
野
市
犬
飼
町
久
原
六
八
六
の
五

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
三
号

三

遊
漁
規
則
の
変
更
の
内
容

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
〇
三
号

八

月

九

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



三
重
川

（
略
）

（
略
）

三
重
川

（
略
）

（
略
）

九
折
川

（
略
）

（
略
）

九
折
川

（
略
）

（
略
）

大
野
川

（
略
）

（
略
）

大
野
川

（
略
）

（
略
）

大
野
川

大
分
市
下
判
田
の
大

野
川
ゴ
ル
フ
場
入
口

の
水
路
か
ら
一
〇
メ

ー
ト
ル
上
流
の
地
点

よ
り
下
流
一
五
〇
メ

ー
ト
ル
の
間
の
区
域

十
月
十
日

か
ら
十
二

月
三
十
一

日
ま
で

（
新
設
）

（
新
設
）

第
七
条

（
遊
漁
料

の
額
及
び

納
付
の
方

法
）
第
一

項

第
三
条
に
掲
げ
る
漁
具
、
漁
法
を
使
用
し
て

遊
漁
す
る
場
合
で
大
野
川
漁
業
協
同
組
合
事

務
所
及
び
別
に
定
め
る
遊
漁
券
販
売
所
に
お

い
て
納
付
す
る
と
き
の
遊
漁
料
は
次
の
と
お

り
と
し
、
遊
漁
す
る
場
所
に
お
い
て
納
付
す

る
と
き
は
次
の
表
の
額
に
一
〇
〇
円
を
付
加

し
て
得
た
額
と
す
る
。

第
三
条
に
掲
げ
る
漁
具
、
漁
法
を
使
用
し
て

遊
漁
す
る
場
合
で
大
野
川
漁
業
協
同
組
合
事

務
所
及
び
別
に
定
め
る
遊
漁
券
販
売
所
に
お

い
て
納
付
す
る
と
き
の
遊
漁
料
は
次
の
と
お

り
と
し
、
遊
漁
す
る
場
所
に
お
い
て
納
付
す

る
と
き
は
次
の
表
の
額
に
一
〇
〇
円
を
付
加

し
て
得
た
額
と
す
る
。

魚
種

漁
具
・
漁
法

期
間

遊
漁
料

魚
種

漁
具
・
漁
法

期
間

遊
漁
料

う
な
ぎ
を

除
く
全
魚

種

（
略
）

（
略
）
（
略
）

う
な
ぎ
を

除
く
全
魚

種

（
略
）

（
略
）
（
略
）

（
略
）
（
略
）

（
略
）
（
略
）

う
な
ぎ

手
釣
り
、
竿

釣
り
、
し
ば

づ
け
、
の
べ

な
わ
、
つ
け

ば
り
、
穴
さ

し

（
略
）
（
略
）

う
な
ぎ

手
釣
り
、
竿

釣
り
、
う
な

ぎ
か
ご
、
う

な
ぎ
筒
、
し

ば
づ
け
、
の

べ
な
わ
、
つ

け
ば
り
、
穴

さ
し

（
略
）
（
略
）

あ
ゆ
、
う

な
ぎ
、
え

の
は
を
除

く
全
魚
種

（
略
）

（
略
）
（
略
）

あ
ゆ
、
う

な
ぎ
、
え

の
は
を
除

く
全
魚
種

（
略
）

（
略
）
（
略
）

（
略
）
（
略
）

（
略
）
（
略
）

様
式
第
一

号
（
一
年

券
）

表
表

裏
裏

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



様
式
第
一

号
（
一
日

券
）

表
表

（略

）

（略

）

裏
裏

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

変
更
箇
所

変

更

後

変

更

前

第
六
条

（
全
長
制

限
）

次
の
表
の
ア
欄
に
掲
げ
る
魚
種
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
欄
に
掲
げ
る
全
長
以
下
の

も
の
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

次
の
表
の
ア
欄
に
掲
げ
る
魚
種
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
欄
に
掲
げ
る
全
長
以
下
の

も
の
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

ア

魚
種

イ

大
き
さ

ア

魚
種

イ

大
き
さ

こ
い

（
略
）

こ
い

（
略
）

あ
ゆ

（
略
）

あ
ゆ

（
略
）

う
な
ぎ

（
略
）

う
な
ぎ

（
略
）

お
い
か
わ
（
は
え
）

五
㎝
以
下

お
い
か
わ
（
は
え
）

一
〇
㎝
以
下

え
の
は

（
略
）

え
の
は

（
略
）

役

名

氏

名

住

所

理

事

山

田

平
五
郎

佐
伯
市
大
字
木
立
五
八
五
三
番
地

〃

池

田

幸

利

〃

大
字
木
立
四
九
六
一
番
地
三

〃

原

幸

重

〃

大
字
木
立
四
八
〇
六
番
地

〃

池

田

秋

豊

〃

大
字
木
立
五
一
八
二
番
地
二

四

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遊
漁
規
則

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

玖
珠
郡
漁
業
協
同
組
合

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
一
三
七
―
一

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
六
号

三

遊
漁
規
則
の
変
更
の
内
容

四

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

〇
公

告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
野
谷
土

地
改
良
区
（
佐
伯
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

三



〃

山

中

豊

明

〃

大
字
木
立
四
六
八
五
番
地

〃

山

内

重

嘉

〃

大
字
木
立
五
六
九
〇
番
地
一

〃

木

許

�

美

〃

大
字
木
立
五
八
二
九
番
地

〃

髙

倉

豊

子

〃

大
字
木
立
六
一
九
九
番
地

監

事

小

川

髙

義

〃

大
字
木
立
五
一
〇
〇
番
地

〃

林

盛

茂

〃

大
字
木
立
四
六
七
一
番
地

〃

岡

本

登

〃

大
字
木
立
五
八
五
四
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

渡

邉

善

生

佐
伯
市
大
字
木
立
五
六
八
五
番
地
一

〃

山

中

慶

実

〃

大
字
木
立
三
九
七
五
番
地

〃

岩

﨑

弥
寿
彦

〃

大
字
木
立
五
八
三
九
番
地

〃

山

田

健

一

〃

大
字
木
立
五
八
五
九
番
地

〃

木

許

渉

〃

大
字
木
立
五
五
四
八
番
地

〃

新

名

天
津
雄

〃

大
字
木
立
四
九
〇
七
番
地
一

〃

久

保

政

朝

〃

大
字
木
立
四
九
三
六
番
地
一

〃

今

山

敦

夫

〃

大
字
木
立
四
七
九
二
番
地
二

監

事

藤

矢

勇

一

〃

大
字
木
立
五
八
一
五
番
地

〃

山

中

壽

惠

〃

大
字
木
立
五
四
八
八
番
地
一

〃

新

名

孝

幸

〃

大
字
木
立
五
一
七
〇
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

（
就
任
役
員
）

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
九
州
防
衛
局
長
か
ら
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
用
地
測
量
、
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

玖
珠
郡
玖
珠
町
内

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日

大
分
県
報
（
公
告
）

四


